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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第50期
第２四半期
連結累計期間

第51期
第２四半期
連結累計期間

第50期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年９月30日

自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円） 17,233 16,472 35,882

経常利益（百万円） 1,095 1,119 2,680

四半期（当期）純利益（百万円） 960 622 1,767

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
839 607 1,956

純資産額（百万円） 47,938 48,992 48,728

総資産額（百万円） 61,436 63,713 63,138

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
23.58 15.28 43.38

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 77.9 76.8 77.0

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
2,262 3,956 3,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△1,130 △980 △2,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△312 △353 △670

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（百万円）
21,174 23,428 20,805

　

回次
第50期
第２四半期
連結会計期間

第51期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成23年７月１日
至平成23年９月30日

自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 27.84 20.46

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

EDINET提出書類

株式会社アイネス(E04803)

四半期報告書

 3/25



２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は637億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億75百万円増加いたし

ました。

　流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少いたしましたが、預け金や仕掛品の増加等により、６億54百

万円増加し、350億63百万円となりました。固定資産は、78百万円減少し、286億50百万円となりました。

　流動負債は、主に未払法人税等や前受金の増加により、70百万円増加し、61億76百万円となりました。固定負債は、

主に退職給付引当金の増加により、２億41百万円増加し、85億44百万円となりました。

　純資産は、主に四半期純利益の計上により、２億63百万円増加し、489億92百万円となりました。

(2) 経営成績

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等により、国内需要は堅調に推移した

ものの、欧州債務問題や円高の長期化に加え新興国の景気の減速懸念が高まるなど、依然として先行きについては

不透明な状況が続いております。

　情報サービス産業においても、国内景気の先行き不透明感を受けて、企業のIT投資は未だ慎重な姿勢が続いており

ます。

　このような事業環境の中で、当社グループは、受注高、売上高の拡大を図るとともに、アライアンスの推進や新規ソ

リューションの拡販・開発に取り組んでまいりました。

　当第２四半期連結累計期間の受注高は、産業分野の落ち込みや金融分野の機器販売の減少、公共分野の入札案件の

延期等により、前年同期比20.2％減の164億４百万円となりました。売上高は、公共分野が好調に推移しましたが、産

業分野の落ち込みと金融分野での機器販売の減少等により、同4.4％減の164億72百万円となりました。

　損益面では、継続的に取り組んでいる原価低減策等により、営業利益は前年同期比2.1％増の10億76百万円となり、

営業利益率は同0.4％ポイント改善の6.5％となりました。経常利益は同2.2％増の11億19百万円、四半期純利益は税

務上の繰越欠損金の解消に伴う法人税の増加等により、同35.2％減の６億22百万円となりました。

　当社グループの事業は、情報サービス事業の単一セグメントのため、以下、工程別及び業種別の売上高を示してお

ります。

　工程別および業種別の売上高は下表のとおりです。

　前工程のITコンサル・要件定義は、前年同期比12.4％増の85百万円となりました。

　中工程のシステム開発は、金融分野での銀行向け一括開発が増加したこと等により、同4.1％増の75億24百万円と

なりました。

　後工程の運用・システム保守は、堅調に推移したこと等により、同1.4％増の69億71百万円となりました。

　その他サービスは、機器販売の減少等により、同38.1％減の18億91百万円となりました。

　

[工程別連結売上高] 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区分＼期別

前第２四半期連結

累計期間

当第２四半期連結

累計期間
対前年同期

増減率
金額 構成比 金額 構成比

前　工　程(ITコンサル・要件定義) 76 0.4% 85 0.5% 12.4%

中　工　程 7,229 42.0% 7,524 45.7% 4.1%

　
システム開発

準委任 3,063 17.8% 2,946 17.9% △3.8%

　 一括 4,165 24.2% 4,577 27.8% 9.9%

後　工　程 6,872 39.9% 6,971 42.3% 1.4%

　 運用 5,019 29.1% 5,153 31.3% 2.7%

　 システム保守 1,853 10.8% 1,817 11.0% △1.9%

その他サービス 3,055 17.7% 1,891 11.5% △38.1%

合　　　　　　　計 17,233 100.0% 16,472 100.0% △4.4%
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[業種別連結売上高] 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区分＼期別

前第２四半期連結

累計期間

当第２四半期連結

累計期間
対前年同期

増減率
金額 構成比 金額 構成比

産　　　　　　　業 5,066 29.4% 4,640 28.2% △8.4%

金　　　　　　　融 6,191 35.9% 5,584 33.9% △9.8%

公　　　　　　　共 5,976 34.7% 6,247 37.9% 4.5%

合　　　　　　　計 17,233 100.0% 16,472 100.0% △4.4%

　

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は234億28百万円となり、前連

結会計年度末に比べて26億23百万円増加いたしました。

　営業活動により得られた資金は、主に売掛金回収に伴う売上債権の減少等により39億56百万円（前年同期比16億

93百万円増）となりました。

　投資活動により使用した資金は、主に有形固定資産と無形固定資産の取得による支出等により９億80百万円（同

１億50百万円減）となりました。

　財務活動により使用した資金は、配当金の支払い等により３億53百万円（同40百万円増）となりました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

 なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は、次のとおりであります。

①　基本方針の内容

当社は、情報システムの設計・開発からシステム稼働後の運用・保守までの一貫したソリューション・

サービスを提供することを基本戦略と位置付け、当社独自の特色・強みを一層追求・発揮することで、企業価

値・株主共同の利益を確保・向上させることを図っております。

他方、近時、わが国の資本市場においては、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等を背景とし

て、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として大量の株式の買付を

強行するといった動きが顕在化しております。

もとより、当社は、当社株式について大規模買付行為がなされる場合、これが当社の企業価値・株主共同の

利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴

う大規模買付行為の提案に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われる

べきものと考えております。

しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明

白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主

が株式の買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間

や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との

交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

特に、当社は、社会の諸活動を支えるサービスとして、地方自治体や金融機関などに向け、公共的なサービス

の基盤となるインフラストラクチャーとしての情報システムを提供しております。このため、こうしたお客様

との間で長期的な信頼関係・取引関係を確立し、安定的に長期的なサービスを提供できる開発・技術体制、人

材体制、設備体制、管理体制、セキュリティ体制および財務体制の実現を図ることが不可欠であり、もって、当

社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくことに邁進しておりますが、これらが当社の株式の

買付を行う者により十分に理解され、中長期的に確保され、向上させられなければ、当社の企業価値・株主共

同の利益は毀損されることになります。
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また、当社の企業価値の源泉である当社独自の特色・強みは、Web型の総合行政情報システムである

WebRings
※
に代表される当社のノウハウ、経験の集積である各種ソフトウェアを、特定の業種・業態向けに

パッケージまたはツールという形で商品化した「ソリューション・ソフト」をはじめとする各種ソフトウェ

ア資産、ノウハウ、経験の集積である無形の資産にあります。したがって、外部者である買付者から買付の提案

を受けた際に、株主の皆様が当社のこうした無形の経営資源の価値を正しく評価し、かかる経営資源に基づく

将来の経営計画の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する事項等、様々な事項を適切に把握した上で、当

該買付が当社の企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響を短期間で適切に判断することは、必ずしも容易で

はありません。

こうした事情に鑑み、当社は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、株主の皆様がかかる大規

模買付行為に応じるべきか否かを判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時

間を確保したり、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値・株主

共同の利益に反する大規模買付行為を抑止できる体制を平時において整えておくことが必要不可欠であると

考えております。　

②　基本方針の実現に資する特別な取組み

ａ．企業価値向上のための取組み

情報通信技術は、社会基盤のひとつとしてますますその重要性を高めております。当社グループは「創造

愛 自己統合」を社是として、わが国の情報化推進の一翼を担い、社会の発展に寄与することを使命として

おります。

当社グループは、持続的な成長と高収益体質を確立し、株主・顧客・従業員など当社を取り巻くすべての

ステークホルダーの満足を図ること、また、平成26年７月の創立50周年に向けて、次の半世紀への成長基盤

を創ることを目指しております。これらの実現のため、以下の課題に取り組んでまいります。

(a) 受注・売上の拡大

　今後も成長が見込まれるIT サービス市場の中で、IT コンサルティングから運用・保守までの一貫した

ワンストップサービスを武器に、新規顧客の開拓や既存顧客の深耕に取り組み、受注・売上の拡大を図っ

てまいります。

(b) 高付加価値ビジネスへの転換

　当社の強みである運用事業において、品質改善やコスト削減を実施して競争力をさらに高めるととも

に、より付加価値の高いデータセンターサービスの提供を拡大してまいります。さらに、新規ソリュー

ションやパッケージの開発・販売に注力し、高付加価値ビジネスへの転換を図ってまいります。

(c) 技術力の向上

　市場の要求に応える先端技術に積極的に取り組み、当社グループの得意分野における技術・ノウハウを

蓄積し、組織的に活用することで技術力の向上を図ってまいります。

(d) グループ内外との連携による事業の拡大

　当社グループ内での連携を従来にも増して強化するとともに、戦略パートナーの技術ノウハウを活用す

ることで事業を拡大いたします。また、シナジー効果が見込める場合には、Ｍ＆Ａを積極的に検討してま

いります。

(e) 品質の向上

　当社の製品・サービスの品質が競争力の基盤と認識し、品質保証本部を中心として継続的に品質向上に

取り組んでおります。また、全社でのキャンペーン活動などを通じて社員のさらなる品質意識の向上を

図ってまいります。

(f) 活力ある組織構築と人材育成

　「仕事に厳しく、人に優しい職場づくり」に向け、社内のコミュニケーションを活発化し、活力ある組織

体制を構築いたします。さらに、技術、プロジェクト管理、マネジメント、国際化などの面で、持続的成長と

高収益企業を支える幅広い人材の育成を図ってまいります。

(g) 管理体制の強化とＣＳＲの推進

　管理体制の強化のため、社員のコンプライアンス意識の維持・向上のための教育を充実させ、内部統制

体制の強化を図るとともに、情報セキュリティや個人情報保護のさらなる徹底を推進いたします。また、

企業が求められる社会的責任を果たすため、環境保全活動や社会貢献活動などに取り組み、社会の発展に

寄与してまいります。

　これらの取組みにより、当社グループの企業価値・株主共同の利益の更なる向上を図ることができるもの

と考えております。
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ｂ．コーポレート・ガバナンスの強化に対する取組み

当社は、企業価値・株主共同の利益の継続的な向上を図るため、以下のとおり、コーポレート・ガバナン

スの基本方針を定めております。

(a) 株主の権利・利益を守り、株主の平等性を保障するとともに、株主をはじめとするステークホルダーと

の円滑な関係を構築することにより、会社の健全な経営を維持する。

(b) 会社の財務状況、業績、所有状況やガバナンスを含む重要事項について、適時適切な情報開示を行うこ

とによって、企業活動の透明性を確保する。

(c) 取締役会・監査役（会）による経営の監視を充実させ、取締役会・監査役（会）の株主に対するアカ

ウンタビリティを確保する。

また、当社は、当社経営陣の株主に対する経営責任を一層明確化するために取締役の任期を１年とすると

ともに、現在の取締役８名のうち１名を社外取締役としております。監査役についても、現在の監査役３名

のうち２名を社外監査役としております。

このような役員体制のもと、上記のコーポレート・ガバナンスの基本方針に則り、毎月定例的に開催する

取締役会には、社外取締役を含む取締役全員および社外監査役を含む監査役全員が出席し、社外取締役およ

び監査役は、積極的かつ活発に質疑や意見陳述を行っております。

また、会社の業務執行は、取締役会で選任した執行役員が推進する体制としており、執行業務に関する重

要事項は、執行役員により構成する経営会議を毎月定例的に開催し、経営計画・組織体制・財務状況・営業

状況等について実務的な審議・検討等を行い迅速な経営の意思決定に寄与しております。なお、この経営会

議にも監査役は出席しており経営陣による業務執行を十分に監視できるようにしております。

さらに、当社は、社長が直接指示する内部監査部門を設置して業務の適正化を図っており、また、当社会計

監査人には適正な会計監査ができる環境を提供し、期中を通じて期末等に偏らない監査を受けております。

なお、監査役は、内部監査部門および会計監査人と十分な連携を図るとともに、毎月定例的に開催する監査

役会において直接に業務執行部門から業務遂行状況を聴取するなど、業務執行について適切な監視を行っ

ております。

一方、当社は、取締役の職務執行が法令・定款に適合することを確保し、当社業務の適正を確保するため、

「内部統制システム体制構築に関わる基本方針」を平成18年５月25日開催の取締役会で決議しており、こ

の基本方針では、会社法で定められた体制のほか、内部統制上必要と考えられる事項を網羅しております。

さらに、毎事業年度末にはこれを検証し、必要に応じ見直しを行い、コーポレート・ガバナンスの強化を

図っております。　

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組みの概要

　当社は、平成21年６月24日開催の当社第47回定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を確保し向上させることを目的として、当社定款第18条に基づき「当社株式の大規模買付に関する対応策

（買収防衛策）の基本方針」を決議し、同日開催の取締役会において、当該基本方針に基づく具体的な対応策

を導入しておりますが、いずれも平成24年６月22日開催の当社第50回定時株主総会の終結の時をもって、その

有効期間は終了しました。そこで、当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的

として、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に照らして不適切

な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社定

款第18条に基づき当社株式の大規模買付行為に関する対応策の基本方針（以下「本基本方針」といいま

す。）の内容を平成24年６月22日開催の当社第50回定時株主総会決議により、次のとおり一部変更のうえ更新

しております。

ａ．本基本方針の概要

　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、平成24年６月22日開催

の当社第50回定時株主総会により決議された本基本方針に基づく具体的な対応策（以下「本プラン」とい

います。）を当社取締役会において決議し、本プランの内容を、金融商品取引所における適時開示、当社事業

報告等の法定開示書類における開示、当社ホームページ等への掲載等により周知させることにより、当社株

式に対する買付等を行う者が遵守すべき手続があることならびに当社が差別的行使条件および取得条項付

新株予約権の無償割当てを実施することがあり得ることを事前に警告することをもって、当社株式の大規

模買付行為に関する対応策（平時の買収防衛策）としております。
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ｂ．本プランの概要

当社株券等の保有者の保有割合が20％以上となる買付等を行う買付者等は、当該買付等の実行に先立ち、

当社に対して、買付者等の詳細、買付等の目的、方法および内容、買付価格の算定根拠、買付資金の裏付け、買

付後の当社グループの経営方針、その他別途当社取締役会が定める情報および当該買付者等が買付等に際

して当社の手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面を、当社の定める書式により提出するものとし

ております。

当社取締役会は、当該書面を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供し、独立委員会がこれを必

要情報として不十分と判断した場合には、買付者等は、独立委員会の求めに従い追加情報を提出するものと

しております。

買付者等が上記の手続に従うことなく買付を行う等、買付者等による買付等が当社の企業価値・株主共

同の利益を害するおそれがあると認められる場合には、当社は、当社取締役会または当社株主総会の決議に

より、当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件および当社が当該買付者等以外の者から

当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予約権」と

いいます。）を、その時点の全ての株主に対して、その保有する株式１株につき本新株予約権２個を上限と

して、当社取締役会または当社株主総会の決議をもって別途定める割合で無償にて割当てます。

本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を

排するため、当社社外取締役、当社社外監査役または社外の有識者で、当社経営陣から独立した者のみから

構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確

保することとしております。

独立委員会は、買付者等および当社取締役会から情報提供が充分になされたと認めた場合、最長60日間の

検討期間（ただし、必要な範囲で最長30日間延長を行うことができます。）を設定し、買付等はこの検討期

間が経過した後に初めて実施され得るものとしております。なお、独立委員会は、当社の費用により、独立し

た第三者である専門家の助言を得ることができます。

独立委員会は、検討期間内において、買付者等および当社取締役会から提供された情報・資料に基づき、

当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付等の内容の評価・検討等を行い、買付者等

が上記の情報提供および検討期間の確保その他当社の手続を遵守しなかった場合、または、当社の企業価値

・株主共同の利益に資さないものである場合には、当社取締役会に対し、本新株予約権の無償割当ての実施

を勧告します。なお、独立委員会は、本新株予約権の無償割当てを実施することについて株主総会の決議を

得ることが相当であると判断するときは、当社取締役会に対して、株主総会の招集、本新株予約権の無償割

当てに関する議案の付議を勧告します。

独立委員会は、当該勧告後に買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合、また

は上記勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が新株予約権の無償割

当ての実施に該当しないと独立委員会が判断するに至った場合には、当社取締役会に対して、本新株予約権

の無償割当てを実施しないことを勧告します。

本基本方針および本プランの有効期間は、平成24年６月22日開催の当社第50回定時株主総会終了後３年

以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされており、また、その

有効期間の満了前であっても、当社株主総会の決議によりこれを変更または廃止することが可能とされて

います。

なお、本基本方針および本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト（ホームページhttp://www.

ines.co.jp）に掲示しております。

④　上記②③の各取組みに対する当社取締役会の判断およびその判断に係る理由

ａ．上記①の基本方針の実現に資する特別な取組み（上記②の取組み）について

上記②に記載した企業価値向上のための取組みやコーポレート・ガバナンスの強化に対する取組みと

いった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策と

して策定されたものであり、上記①の基本方針の実現に資するものです。

したがって、これらの各施策は、上記①の基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、

当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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ｂ．上記①の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み（上記③の取組み）について

(a) 本基本方針が上記①の基本方針に沿うものであること

本基本方針は、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保

したり、株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価

値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、上記①の基本方針に沿うものです。

(b) 上記③の取組みが株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするも

のではないこと

当社は、以下の理由から、本基本方針は、上記①の基本方針に照らして、当社株主の共同の利益を損なう

ものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

ア　買収防衛策に関する指針の要件の充足

本基本方針は、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利

益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（『企業価値・株主共同の利

益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則』）を充足しています。

イ　株主意思の重視

本基本方針は、上記のとおり当社第50回定時株主総会において承認可決されることにより決定され

ております。

また、本基本方針には有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、そ

の有効期間の満了前であっても、当社株主総会の決議によりこれを変更または廃止することが可能と

されています。

また、本基本方針の有効期間内であっても、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役

会の決議により、本プランを廃止することも可能です。したがって、本基本方針およびこれに従って更

新される本プランには、株主の皆様のご意向が十分に反映されることとなります。

ウ　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本基本方針においては、本新株予約権の無償割当ての実施等の運用に関する実質的な判断は、当社の

業務執行を行う経営陣から独立している者のみから構成される独立委員会により行われることとされ

ています。このように、独立委員会が、当社取締役会が恣意的に本新株予約権の無償割当ての実施を行

うことのないよう厳しく監視するとともに、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をする

こととされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの運営が行われる仕組み

が確保されています。

なお、独立委員会の委員には、当社社外監査役から不破 邦俊および角田 大憲の両氏が、また、社外の

有識者として布井 千博氏がそれぞれ就任いたしております。

エ　合理的な客観的要件の設定

本基本方針においては、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ本新株予約権の無償割当

ては実施されないものとしており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保

しているものといえます。

オ　外部専門家の意見の取得

買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家（フィナンシャ

ル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を受けることができるものとしております。これに

より、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっております。

カ　当社取締役の任期が１年であること

当社は、当社取締役の任期を１年としておりますので、本プランの有効期間中であっても、毎年の当

社取締役の選任を通じて、本基本方針および本プランについて、株主の皆様のご意向を反映させること

が可能となっております。　

［用語解説］

※ WebRings（ウェブリングス）：当社が独自開発したWeb型の総合行政システム

　

(5) 研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、44百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 175,477,400

計 175,477,400

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 48,000,000 48,000,000
㈱東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元株式数　100株

計 48,000,000 48,000,000 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成24年７月１日～
平成24年９月30日

－ 48,000,000 － 31,457 － 7,864
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（６）【大株主の状況】

 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
（％）

株式会社日立ソリューションズ 東京都品川区東品川４丁目12-７ 10,612 22.11

日本トラスティ・サ－ビス信託銀

行株式会社
東京都中央区晴海１丁目８-11 4,789 9.98

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社
東京都港区浜松町２丁目11-３ 2,693 5.61

アイネスグル－プ社員持株会 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９-２ 1,182 2.46

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE

PORTFOLIO

(常任代理人 シティバンク銀行株

式会社)

388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA

（東京都品川区東品川２丁目３-14）
1,146 2.39

ステート ストリート バンク ア

ンド トラスト カンパニー　

（常任代理人 株式会社みずほ

コーポレート銀行決済営業部）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.　

（東京都中央区月島４丁目16-13）
1,014 2.11

バンク オブ ニューヨークジー

シーエム クライアント アカウン

ト ジェイピーアールディ アイエ

スジー エフイー－エイシー　

（常任代理人 株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON

EC4A 2BB UNITED KINGDOM　

（東京都千代田区丸の内２丁目７-１）

957 1.99

クレディ・スイス・セキュリ

ティーズ（ヨーロッパ）リミテッ

ド ピービー セック イント ノン

ティーアール クライアント（常

任代理人 クレディ・スイス証券

株式会社）

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ, UK

（東京都港区六本木１丁目６-１

　泉ガーデンタワー）

840 1.75

資産管理サ－ビス信託銀行株式会

社

東京都中央区晴海１丁目８-12

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟
674 1.40

ゴールドマン・サックス・アンド

・カンパニーレギュラーアカウン

ト　

（常任代理人 ゴールドマン・

サックス証券株式会社）

200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA

（東京都港区六本木６丁目10-１

　六本木ヒルズ森タワー）

650 1.36

計 － 24,559 51.17

（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式4,789千株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社

の所有株式2,693千株、CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIOの所有株式1,146千株、ステート ストリー

ト バンク アンド トラスト カンパニーの所有株式1,014千株、バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム ク

ライアント アカウント ジェイピーアールディ アイエスジー エフイー－エイシーの所有株式957千株、クレ

ディ・スイス・セキュリティーズ（ヨーロッパ）リミテッド ピービー セック イント ノン ティーアール 

クライアントの所有株式840千株、資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式674千株、ゴールドマン・

サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウントの所有株式650千株は、すべて信託業務に係る株式であ

ります。　
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　　　２．三井住友信託銀行株式会社から、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会

社、日興アセットマネジメント株式会社を共同保有者とする、平成24年７月５日付の大量保有報告書の変更報

告書の写しの送付があり、平成24年６月29日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨の報告を受けており

ますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株

主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(％)

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４-１ 1,375,800 2.87

三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社
東京都港区芝３丁目33-１ 66,600 0.14

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂９丁目７-１ 1,803,500 3.76

計 － 3,245,900 6.76

　　　３．上記のほか、自己株式が7,256千株あります。

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

　無議決権株式 － － －

　議決権制限株式（自己株式等） － － －

　議決権制限株式（その他） － － －

　完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 7,256,700 － －

　完全議決権株式（その他） 普通株式 40,632,800 406,328 －

　単元未満株式 普通株式 110,500 － －

　発行済株式総数 48,000,000 － －

　総株主の議決権 － 406,328 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

②【自己株式等】

  平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社アイネス
横浜市都筑区牛久保

三丁目９番２号
7,256,700－ 7,256,700 15.12

計 － 7,256,700－ 7,256,700 15.12

　

EDINET提出書類

株式会社アイネス(E04803)

四半期報告書

12/25



２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,295 6,905

受取手形及び売掛金 10,287 7,991

有価証券 157 170

仕掛品 1,227 1,520

原材料及び貯蔵品 75 71

前払費用 202 229

繰延税金資産 871 871

預け金 6,205 17,217

その他 101 109

貸倒引当金 △14 △24

流動資産合計 34,409 35,063

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 17,764 17,822

減価償却累計額 △8,720 △8,935

建物及び構築物（純額） 9,043 8,887

工具、器具及び備品 4,519 4,719

減価償却累計額 △3,315 △3,418

工具、器具及び備品（純額） 1,203 1,301

土地 11,179 11,179

有形固定資産合計 21,426 21,368

無形固定資産

ソフトウエア 2,496 2,512

その他 37 37

無形固定資産合計 2,533 2,550

投資その他の資産

投資有価証券 863 805

長期前払費用 295 305

繰延税金資産 3,027 3,056

その他 581 564

投資その他の資産合計 4,768 4,732

固定資産合計 28,729 28,650

資産合計 63,138 63,713
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,560 1,536

未払費用 1,131 862

未払法人税等 391 540

未払消費税等 214 179

前受金 232 579

賞与引当金 1,167 1,137

役員賞与引当金 58 34

受注損失引当金 538 648

その他 812 657

流動負債合計 6,106 6,176

固定負債

退職給付引当金 7,771 7,944

役員退職慰労引当金 165 190

資産除去債務 57 58

その他 309 351

固定負債合計 8,303 8,544

負債合計 14,409 14,721

純資産の部

株主資本

資本金 31,457 31,457

資本剰余金 17,548 17,548

利益剰余金 4,880 5,177

自己株式 △5,432 △5,432

株主資本合計 48,454 48,751

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 171 154

その他の包括利益累計額合計 171 154

新株予約権 73 56

少数株主持分 29 30

純資産合計 48,728 48,992

負債純資産合計 63,138 63,713
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 17,233 16,472

売上原価 13,626 12,737

売上総利益 3,607 3,734

販売費及び一般管理費 ※
 2,553

※
 2,658

営業利益 1,054 1,076

営業外収益

受取利息 22 23

受取配当金 11 13

不動産賃貸料 18 16

その他 12 6

営業外収益合計 64 60

営業外費用

支払利息 1 1

不動産賃貸費用 17 14

その他 3 2

営業外費用合計 22 17

経常利益 1,095 1,119

特別利益

退職給付制度改定益 34 －

受取和解金 65 －

新株予約権戻入益 15 17

関係会社清算益 － 3

その他 3 －

特別利益合計 119 21

特別損失

固定資産除却損 15 3

投資有価証券評価損 191 －

災害による損失 0 －

その他 8 8

特別損失合計 216 11

税金等調整前四半期純利益 998 1,128

法人税等 37 505

少数株主損益調整前四半期純利益 960 623

少数株主利益 0 1

四半期純利益 960 622
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 960 623

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △121 △16

その他の包括利益合計 △121 △16

四半期包括利益 839 607

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 839 606

少数株主に係る四半期包括利益 0 1
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 998 1,128

減価償却費 1,106 1,095

賞与引当金の増減額（△は減少） △11 △29

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19 △24

受注損失引当金の増減額（△は減少） 138 110

退職給付引当金の増減額（△は減少） 182 173

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29 25

受取利息及び受取配当金 △33 △37

支払利息 1 1

固定資産除却損 15 3

投資有価証券評価損益（△は益） 191 －

退職給付制度改定益 △34 －

災害損失 0 －

受取和解金 △65 －

新株予約権戻入益 △15 △17

関係会社清算損益（△は益） － △3

売上債権の増減額（△は増加） 1,270 2,643

たな卸資産の増減額（△は増加） △692 △289

その他の資産の増減額（△は増加） △121 △69

仕入債務の増減額（△は減少） △278 △15

その他の負債の増減額（△は減少） △286 △295

その他 3 △188

小計 2,377 4,210

利息及び配当金の受取額 33 37

利息の支払額 △1 △1

法人税等の還付額 20 －

法人税等の支払額 △112 △332

特別退職金の支払額 △47 －

災害損失の支払額 △31 －

和解金の受取額 23 42

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,262 3,956

EDINET提出書類

株式会社アイネス(E04803)

四半期報告書

19/25



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △0 △0

預け金の預入による支出 △750 △600

預け金の払戻による収入 550 600

有形固定資産の取得による支出 △537 △411

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △318 △450

長期前払費用の取得による支出 △51 △123

会員権の取得による支出 △17 －

会員権の売却による収入 3 －

関係会社株式の取得による支出 － △0

関係会社の清算による収入 － 4

関係会社出資金の払込による支出 △13 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） △3 0

その他 6 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,130 △980

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △28 △26

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △283 △326

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △312 △353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 819 2,623

現金及び現金同等物の期首残高 20,354 20,805

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 21,174

※
 23,428
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【会計方針の変更等】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益はそれぞれ３百万円増加しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

給与手当及び賞与 1,116百万円 1,178百万円

賞与引当金繰入額 248 253

退職給付費用 92 119

役員賞与引当金繰入額 32 34

福利厚生費 211 223

研究開発費 30 44

営業支援費 95 146

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

現金及び預金勘定 7,594百万円 6,905百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △46 △46

預け金 14,224 17,217

預入期間が３ヶ月を超える預け金 △750 △800

有価証券（ＭＭＦ） 151 151

現金及び現金同等物 21,174 23,428
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月24日

定時株主総会
普通株式 285 7.00 平成23年３月31日 平成23年６月27日利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年10月26日

取締役会
普通株式 325 8.00 平成23年９月30日 平成23年12月５日利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月22日

定時株主総会
普通株式 325 8.00 平成24年３月31日 平成24年６月25日利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年10月26日

取締役会
普通株式 325 8.00 平成24年９月30日 平成24年12月７日利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

　当社グループは、情報システムやネットワークの企画・開発から稼働後の運用・保守・メンテナンスまで一

貫したサービスを展開しており、情報サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 23円58銭 15円28銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 960 622

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 960 622

普通株式の期中平均株式数（千株） 40,745 40,743

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

新株予約権　３種類

（新株予約権の数 3,730個）

　

新株予約権　２種類

（新株予約権の数 2,341個）

　

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

（重要な後発事象）

  該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成24年10月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）株式の種類………………………普通株式

(ロ）配当金の総額……………………325百万円

(ハ）１株当たりの配当額……………８円00銭

(ニ）基準日…………………平成24年９月30日

(ホ）効力発生日……………平成24年12月７日

(ヘ）配当の原資……………………利益剰余金
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年11月12日

株式会社アイネス

取締役会　御中

 新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 関口　　茂　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 尾﨑　隆之　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイネス

の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイネス及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途

保管しております。

　　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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